
損益勘定職員

■業務量
・年間4,683万立方メートルの汚水を処理
　　　　　　　　（１日平均：50ｍプールで約51杯分に相当）

・村山、置賜、山形、庄内の４処理区、約４０万人の
家庭排水等を良好な水質にして河川へ放流
　　（流入BOD：144～242mg/ℓ⇒放流BOD：2.2～3.7mg/ℓ）

■維持管理
・施設維持管理費（税抜）

　 約20億8千万円（支払利息等含む）
　　　財源：市町維持管理負担金　20億9千万円
（差額については、次年度の市町の負担金と精算）

・老朽化が著しい施設の点検・修繕等を実施
・令和2年7月豪雨による①マンホールポンプの異
常停止への対応（村山）②汚水溢水への対応（山
形）を実施
・汚水の処理過程で発生する下水汚泥約2万4千ｔ
の91％を再資源化
・下水汚泥から発生するメタンガスを活用し消化ガ
ス発電を実施（山形）約4千万円の処理場の電気料
金を節減

■施設整備
・建設改良費（税込）

　　約19億4千万円
　　　財源：国の交付金
　　　　　　市町建設負担金
　　　　　　県企業債

・処理の効率化を図るため汚泥脱水機の増設
                          （山形）
・老朽化した機械電気設備の改築更新
                          （全処理区）
・管路施設等の耐震化
　（マンホール浮上防止対策など）
　　　　　　　　　　　　　（全処理区）
・老朽化した管路の改築
　　　　　　　　　　　　　（村山）
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建設費（資本的収支）の収入及び支出
単位：億円

企業債国庫補助金（交付金）

一般会計繰入金

建設負担金

建設改良費

資産購入費 企業債償還金

返還金

補填財源＊

（消費税及び地方消費税を含む）

収入

２０．５億円

支出

２５．１億円

＊資本的収入が不足する分は損益勘定留保資金等で補填

[維持管理費（収益的収支）の一般会計繰入金の一部など]

（消費税及び地方消費税含まない）

２０．５億円

２５．１億円
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維持管理費（収益的収支）の収益及び費用
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維持管理費 減価償却費等

単位：億円

一般会計繰入金

その他 純利益支払利息等

収益
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費用

４８．３億円

（消費税及び地方消費税を含まない）

令和2年度 山形県流域下水道事業会計決算の概要 令 和 ３ 年 ８ 月

県 土 整 備 部

Ⅰ 流域下水道事業の仕組み Ⅱ 決算概況

１ 維持管理費（収益的収支）の収益及び費用

２ 建設費（資本的収支）の収入及び支出

利益と損失の状況 （消費税及び地方消費税を除く）
■収益 ５０億 ３７７万円

■費用 ４８億３,３２４万円

■純利益 １億７,０５３万円

資本的収支の状況 （消費税及び地方消費税を含む）
■収入 ２０億４,７１８万円

■支出 ２５億 ８２２万円

■収支差 ▲ ４億６,１０４万円

＊収支差のマイナスは損益勘定留保資金等

【流域下水道事業の仕組み】
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措置

・・・

年度

金額

費用

収

益

費

用
収

益

費

用

「利益」が計上「損失」が計上

施設の建設・更新費を施設の使用

期間（耐用年数）に分割し、年度ご

とに費用として計上（減価償却費）

【企業会計共通のルール】

・・・・

年度

金額

収益

（再掲）建設のために

県が借りた起債（元

金）の返済

幹線管渠や処理場、

ポンプ場など施設の

建設・更新に係るコス

ト

国の交付金

市町の建設負担金
（市町の起債）

「収益」と「費用」の会計年度

ごとの変動により、「利益」ま

たは「損失」が発生する。

■下水処理施設の建設には、極めて多額の資金を要し、国からの財政的支援や起債などにより賄われており、長期にわたり返済する。
■下水道の維持管理は、市町からの負担金による収益的事業であり、1年毎に経営状況を明らかにする必要がある。
■このため、資産形成の状況を明らかにする建設費（資本的収支）と経営状況を明らかにする維持管理費（収益的収支）を区分して経
理している。

②各区分において、各年度に必要な資金を収入して事業を実施

③短期的に利益又

は損失が発生

④発生する利益や損失は、現

金を伴っていない。

２つの収支の収入と支出が長期的にバランスして、利益が出ない仕組み

使用料金負担軽減のため、国の交付金等を投入

■各年度に発生した「純利益（剰余金）」は、現金の余剰を伴わないものであることから、「積立」や「繰出」を行わず、「純損失（欠損金）」
が発生した年度の穴埋めのために繰越していく。

県の起債

①建設費（資本的収支）と維持管理費（収益的収支）に区分

【短期的に利益又は損失が

発生する仕組み】

・起債（元金）の返済は市町の維
持管理負担金及び県の一般会計
繰入金により賄われている。

建設・更新のために収入した資金

を施設の使用期間（耐用年数）に

分割し、年度ごとに収益として計上

（長期前受金戻入）

【公営企業会計上のルール】

処理施設の電気代な

どオペレーションのコ

スト

建設のために県が借りた

起債の利息の支払

・起債（元金）の返済に据置期間

を設けているため、返済額が年

度間で変動

・起債（元金）に係る毎年度の返済
額相当分を収益として計上
【公営企業会計上のルール】


